
各種手続き各種手続き

給水の開始・中止・名義変更
　新しく給水を開始する場合や転居などにより給水を中止する場合、水道の名義を変更する場合は、申込みが必要で
す。上下水道課（本庁舎）、市民課（駅北庁舎）またはお近くの地区事務所（本庁事務所を除く）で手続きを行ってください。

（地区事務所によっては、開所時間が異なりますので確認してください）
給水の開始・中止の場合は、３日（平日）前までに書面による申込み手続きを行ってください。
夜間閉庁時や土・日・祝日の申請手続きおよび作業はできませんので注意してください。

（再開栓・閉栓手数料がかかります。各１件につき３，０００円（税抜き））

上水道　
●水道料金表（税抜き）

基本料金 従　量　料　金
量水器の

口径
量水器具

１個につき 用　途 第１段 第２段 第３段 第４段

１３ｍｍ
２０ｍｍ
２５ｍｍ
３０ｍｍ
４０ｍｍ
５０ｍｍ  
７５ｍｍ

１００ｍｍ以上

　６４０円
　　１，０００円
　　１，４００円
　　１，９５０円
　　３，７５０円
　　６，５５０円

　１３，１５０円
　２１，６５０円

一般用

～８㎥
１㎥ に つき　 　
７０円

９㎥～２０㎥
１㎥ に つき　 　
１４０円

２１㎥～５０㎥
１㎥ に つき　 　
１９０円

５１㎥～
１㎥ に つき　 　
２２０円

特殊用 公園・公民館などで住民が無料で使用する施設用および公衆浴場用のもの
使用水量１㎥につき７０円

●上水道加入分担金
　水道施設の拡張、整備などの費用の一部に充てられるものです。これらの費用の増加は、新規の水道利用者が増える
ことが大きな要因になっていることから、従来の水道利用者との負担の公平性を図るため、条例に基づいて、新しく水道
を引かれる方や水道メーターの口径を増径される方から口径に応じて負担していただくものです。
加入分担金（税抜き）
量水器の口径 加入分担金

１３ｍｍ ４０，０００円

２０ｍｍ １０８，０００円

２５ｍｍ １８８，０００円

３０ｍｍ ２８８，０００円

４０ｍｍ ６１６，０００円

５０ｍｍ ９６８，０００円

７５ｍｍ ２，４００，０００円

１００ｍｍ以上 ４，２６０，０００円

工事は指定工事事業者へ
　上水道・下水道工事は、市の指定工事事業者しかできません。工事の際は指定工事事業者へ申し込んでください。
令和4年１０月１日現在の指定工事事業者は、Ｐ９７、９８の表をご覧ください。

問問上下水道課　☎（22）1203上下水道課　☎（22）1203

問問工事課　☎（22）1213（上水）、☎（22）1216（下水）工事課　☎（22）1213（上水）、☎（22）1216（下水）

問問上下水道課　☎（22）1203上下水道課　☎（22）1203

問工事課問工事課　☎（22）1213、 　☎（22）1213、 上下水道課上下水道課　☎（22）1203　☎（22）1203
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下水道
●下水道使用料金表（税抜き）

区　分 基本料金 従　量　料　金　 １㎥につき

一般用 １０㎥まで１，２００円

１１㎥～３０㎥まで 　　　１３０円

３１㎥～５０㎥まで 　　　１７５円

５１㎥～１００㎥まで 　　　２１０円

１０１㎥以上の分 　　　２４０円

公衆浴場用 １０㎥まで１，２００円 １１㎥以上の分 　　　　４０円

※公衆浴場用とは、物価統制令（昭和２１年勅令）第４条により、入浴料金の統制を受ける公衆浴場を経営する者が、その
経営に伴い排出する汚水のことです

●受益者負担金
　下水道が整備されると、環境が良くなり生活が快適になると同時に、土地の利用価値も上がります。しかし、その恩恵
を受けられるのは、整備された地域の人だけに限られ、下水道のない地域の方々との公平性を欠くことになってしまい
ます。そこで、下水道が整備されることで利益を受ける地域内の土地や建物の所有者の方に、下水道の建設費の一部を
負担していただくものです。
　なお、負担金は１㎡当たり２７０円（地域によって異なる場合がありますので上下水道課へ問い合わせください）です。
　※笠原町地域は、１世帯または１単位当たり３０万円です

●下水道分担金　
　笠原地区を除く市街化調整区域に排水設備を設置する際、都市計画税相当として分担金を納付していただきます。
　分担金は、排水設備１基当たり２１万円（１０年分割、１年当たり２万１千円）です。

●水洗便所改造資金融資あっせんと助成制度　
　返済完了後には、市から利子が補助されます。
水洗便所改造資金融資
・利 　 率　年２.２％（令和4年３月３１日現在）
・融 資 額　１００万円以内（工事費の範囲内で付帯工事も含む）
・返済方法　６０回以内で毎月割賦償還
・利子補給　返済完了後、利子の２分の１を助成

お支払いは便利な口座振替で　
　水道料金と下水道使用料は合わせ
て納めていただくことになっています。
　納付には、便利な口座振替をご利用
ください。

問問上下水道課　☎（22）1230上下水道課　☎（22）1230

〒507-0027
多治見市上野町4-12

宏洋有限会社
信頼を大切にします
水廻り・リフォーム

お気軽にご相談ください

給排水衛生　空調換気設備
リフォーム
下水設備
外溝造成

TEL.
FAX.
0572-25-0973
0572-25-1873
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し尿のくみ取り　し尿のくみ取り　
※し尿の収集日は毎月発行の「広報たじみ」をご覧ください

し尿料金表
区分 料金

定額（１人１カ月につき） ６６０円

従量（事業所および簡易水洗のトイレで１８リットルまでごとに） ３００円

割増区分 料金

定額で月２回以上収集（１回につき） ６８０円

ホース延長（収集車が入れない場所でホース延長が必要な場合） ６８０円

便槽割増（定額世帯で１件に２カ所以上の便槽がある場合の１カ所につき） ３４０円

転居、転入、転出などの異動が生じた場合は上下水道課へ連絡してください。
くみ取り依頼は、（株）多治見市衛生公社☎（２２）６３０６（笠原町以外）
　　　　　　　（有）笠原環境クリーン ☎（４３）４４５５（笠原町）へ問い合わせください。

指定工事事業者指定工事事業者
市内事業者を５０音順に掲載しています。
市外の指定業者については、担当課またはホームページで
確認してください。
工事は指定業者へ電話してください。
 （令和4年10月1日現在）

業者名 所在地 電話番号 上水 下水
安久商会 喜多町４－１８ ☎（２２）０２９３ ― ●

㈱池田産業 赤坂町６－２－９８ ☎（４４）９６６６ ● ●

イソムラ設備 月見町 1－３４ ☎（２６）８１２３ ● ●

伊藤設備工業㈱ 宝町 1１－３－２ ☎（２４）０１２７ ● ●

イナガキ工業㈱ 赤坂町 1－９０－３ ☎（２３）０３３５ ● ●

㈲ウチダ水工舎 北丘町４－１７－１６０ ☎０９０（４８５７）３２６７ ● ●

㈲加藤建設 笠原町３８９０ ☎（４３）２５００ ● ●

兼松プロパン瓦斯㈱ 若松町３－１５ ☎（２３）０３２０ ● ●

北上建設㈱ 笠原町２１４４－２ ☎（４３）５１２１ ― ●

㈲クツカケ設備 平和町８－５１ ☎（２２）９５７２ ● ●

K-tech（ケイテック） 太平町６－１２ ☎（４４）７５２６ ● ●

㈲コーケツパイピング 金岡町５－１－２６ ☎（２４）１２０６ ● ●

コウケン㈱ 市之倉町１２－２７９－１ ☎（２５）７６４１ ● ●

宏洋㈲ 上野町４－１２ ☎（２５）０９７３ ● ●

㈲酒井住設機器 笠原町９６２ ☎（４３）２２６１ ● ―

㈲サカエ工業 京町３－ 115 ☎（２３）５８１９ ● ●

佐藤厨房 本町３－７５－３ ☎（２２）０４６７ ● ●

㈱佐分利商会 笠原町 1５４５ ☎（４３）３９８８ ● ●

問問上下水道課　☎（22）1230上下水道課　☎（22）1230

（上水） （下水）

問上下水道課問上下水道課　☎（22）1203（上水）、（22）1230（下水）　☎（22）1203（上水）、（22）1230（下水）
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業者名 所在地 電話番号 上水 下水
㈲三祐 笠原町 410 －２ ☎（４３）２２８３ ● ●

住宅相談センター 笠原町 1５８６－１ ☎０１２０（３８８）１１０ ● ―

㈱秀和 池田町５－１００ ☎（２２）３８９４ ● ●

杉村設備 西坂町 1 －１０２ ☎（２５）６６２７ ● ●

多治見市管工事協同組合 赤坂町８－８６－３ ☎（２２）０２４０ ● ●

㈱多治見水道技術センター 赤坂町８－８６－３ ☎（２２）６２２２ ● ●

㈲ DAI HOUSE（ダイ・ハウス） 根本町 1０－１６７－２ ☎（２７）６６３０ ● ●

㈱大和設備 大畑町４－８６ ☎（２２）５４３０ ● ●

中部プロパン㈱ 笠原町４０２２－４４ ☎（４３）３２０１ ● ―

東海メンテナンス 滝呂町 1２－１５３－ 11 ☎（４３）６９６１ ● ―

東鉄商事㈱ 平和町 1 －１６３ ☎（２２）８６４４ ● ―

東濃設備工業㈱ 錦町４－５７ ☎（２３）３５０１ ● ●

㈱ナイキ 笠原町４３５１ ☎（５６）１２８７ ● ●

中日本産業㈱多治見営業所 弁天町２－１４ ☎（２４）７０８９ ● ―

西尾設備 明和町４－５－４７０ ☎（２７）７８７１ ● ●

白山工業㈱ 音羽町５－８ ☎（２２）９４０１ ● ●

㈲ビーエルシステムサポート 旭ケ丘９－３１－ 11 ☎（２０）０３１１ ● ●

日野吉工業㈱多治見営業所 上山町２－２０ ☎（２２）５１３７ ● ●

㈲藤田水道工業所 宝町４－８８－１ ☎（２２）９７９１ ― ●

Precious（プレシャス） 小名田町西ケ洞１－１３７ ☎（２４）５２３０ ● ●

松本建設㈱ 笠原町１９１９－６ ☎（４３）２７４０ ― ●

㈲丸勝ポンプ 旭ケ丘５－２４ ☎（２７）２３２６ ● ●

㈱丸三ポンプ工業所 前畑町４－８２－１ ☎（２４）０４３２ ● ●

丸水設備㈱東濃営業所 平和町３－４５ ☎（２４）１２１２ ● ―

滿設備 笠原町２４５５－６４８ ☎（４４）３１１６ ● ●

美濃冷暖㈱　多治見支店 音羽町３－ 11 －１ ☎（２６）８６８６ ● ●

㈱ミヤジマ住設 本町２－１４ ☎（２３）０８６７ ● ●

宮嶋電機商会 姫町 1－ 11 ☎（２７）６６１１ ― ●

㈲三輪工務店 白山町４－４８－１ ☎（２２）１７０３ ● ●

㈱山茂 笠原町３９７９－６ ☎（４５）２２６７ ― ●

山新住設店 白山町３－９１－１ ☎（２２）５９６２ ● ●

㈲横井瓦斯水道工事店 坂上町８－９９ ☎（２２）４８０９ ● ●

若尾管工 小名田町 1－１３６ ☎（51）４８７２ ● ●

度会住設 明和町２－２０－５１ ☎（２７）６９６９ ― ●

※上水：指定給水装置工事事業者　　下水：下水道工事指定店
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